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１-１．環境コンシェルジュの対象とする範囲

地球温暖化問題

循環型社会形成・廃棄物問題

化学物質の環境リスクの評価・管理

様々な環境問題 環境コンシェルジュが
取扱う範囲

当面家庭部門における
この範囲を対象とする

他の資格制度との連携
を図りながら、将来取扱
う範囲の拡充を視野に
入れていく

○ 環境コンシェルジュが取扱う環境問題の範囲としては、当面、家庭部門における省ＣＯ2に係わる範
囲の事柄を扱うものとする。

参考：「家庭部門でのゼロエミッション化を進めるため、各家庭にアドバイスをする『環境コンシェルジュ』を創設する」（新
成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～(平成22年度6月18日閣議決定)より）

大気環境、水環境、土壌環境等の保全

生物多様性の保全及び持続可能な利用
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１-２．環境コンシェルジュの定義について

最新情報の提供

運転負荷の
適切化

適切な使用
時間の提案

固定価格
買取制度

各種補助金

受診世帯のニーズ

－一般的な情報の提供－

－対策のための制度の活用情報の提供－

エコポイント等

環境コンシェルジュ

・暮らし方の紹介
・省エネ技術の紹介

・うちエコ診断の実施
・ライフスタイルの変更
・買換え／創エネ導入
の提案

－各家庭に即した対策の提案－

（専門分野に限って）
・見積もりの提示
・商品の紹介・説明

－個別分野における具体的な対策実施の支援－

受診世帯から相談
を受けるイメージ

受診世帯を診断する
イメージ

専門分野において対
策実施の具体的支
援を実施する
イメージ

具体的な商
品の紹介

見積もりの提示

先ずは、一般
的にどんな対
策があるのか
知りたい。
診断までは今
は必要ないか
な。

我が家の状
況が知りたい。
他の家と比
較してどんな
感じか知りた
い。
対策を提案し
て欲しい。

診断の結果
に応じて、住
宅リフォーム
など、具体
的な対策ま
で取りたい。
早急に見積
もりまで欲し
い。

○環境コンシェルジュとは、家庭における省エネルギー・省ＣＯ2を目的として、受診世帯のエネルギー消費状況やＣＯ2
排出状況を見える化した上で、受診世帯に対して中立的な診断を実施し、地域性を考慮した具体的な提案を実施し、
行動変容を促す提案を行うほか、補助金制度の紹介や見積もりの取得・作成など機器等の買換えによる対策実施
のサポートをワンストップサービスとして実施する者をいう。

○ ただし、受診世帯の様々なニーズに応じた環境コンシェルジュのスキルが必要となる。
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１-３．環境コンシェルジュサービスとの関連について
○環境コンシェルジュは、１級から３級までを設け、取得した級に応じて活動範囲や手法が
拡張される。平成２６年の制度開始では、当面、２級・３級の認定から実施していく。

家庭エコ診断家庭エコ相談 対策支援
（専門分野別）
・複数の見積もり
・複数の商品紹介

・うちエコ診断の実施
・ライフスタイルの変更
・買換え／創エネ導入の提案

・暮らし方の紹介
・省エネ技術の紹介

環境コンシェルジュ

購入・施工

１級
（専門分野ごと）

２級

３級

級 活動範囲 手法 資格イメージ

１
級

・中立的な家庭エコ診断
を実施し、必要に応じて、
専門分野における具体
的な対策を受診者に提
示する

・対策実施の各種資
料や場合によって
は専用の対策支援
ソフトを用いて行う

・２級の取得後、相当の診
断件数を実施するとともに、
他の専門分野の資格を取
得し、相当の知識と経験
を有すると認定される者

２
級

・中立的な家庭エコ診断
を実施し、ライフスタイル
の変更や買換え、創エ
ネなどの提案を行う

・うちエコ診断ソフト
を用いて、家庭の
エコ診断を行う

・筆記試験と実技試験に合
格した後、実施事務局の
登録面接等を登録された
者

３
級

・低炭素化に向けた様々
な省エネ技術や暮らし方
のアドバイスを実施する

・一般的な資料や簡
易的なソフト等を用
いて情報提供を行
う

・筆記試験に合格した者

１級
２級
３級

住
宅
分
野

（うちエコ診断員が相当）
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１-４．環境コンシェルジュ制度の実施体制の構築
○環境コンシェルジュが受診世帯に診断を実施するためには、環境コンシェルジュの養成・認定管理、
家庭エコ診断ソフトの管理、受診者の募集から診断までを管理する診断事業の運用管理などが必要
となる。また、診断結果のデータをとりまとめて管理する情報管理も必要となる。これらを実現するため
の実施体制が必要となる。
○ また、１級または３級で使用する専用ソフトまたは簡易診断ソフト（民間独自）は、家庭エコ診断ソフト
認定制度により認定を受けたソフトのみを環境コンシェルジュ制度の認定ソフトとする。

総合事務局

・地域事務局運営
・診断員検定
・診断ソフト管理
・リスク管理

・診断員管理
・リスク管理

地域事務局 診断実施機関

家庭エコ診断手法

認定されたエコ診断
（認定されたエコ診断ソフト）

公的な診断実施機関

診断実施民間企業
（うちエコ診断利用）
（独自診断方法利用）

診断員検定試験
診断員
希望者

う
ち
エ
コ
診
断
ソ
フ
ト

独自診断方法利用を
希望する民間企業等

検定試験受験

検定試験合格（資格取得）

一般

従業員

環境コン
シェルジュ 市民

登録申請

登録申請

貸与 貸与 貸与

申請・審査・登録

申請・審査・認定

受診申込

診断

環境省 自治体
（都道府県）（市区町村）

認定申請

認定

認定申請

認定
診断指示

診断指示

連携 連携

うちエコ診断
（うちエコ診断ソフト）

商品・技術を登録した
い民間企業等

うちエコ診断ソフト うちエコ診断ソフト

・公平性を
重視した
診断を希
望

受診申込

診断

・民間企業
の顧客
・具体策を
重視した
診断を希
望

（対策技術登録）

（家庭エコ診断認定）

（環境コンシェルジュ検定）

（事務局認定） （実施機関認定）

（診断員登録）

連携
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１-５．環境コンシェルジュ検定のイメージ

検
定
試
験
受
験
申
込
〆
切

当日3ヵ月前 2ヵ月前

当
年
度
版
テ
キ
ス
ト
発
行
（有
料
）

（
受
験
料
の
振
込
確
認
が
取
れ
た
も
の
に
限
る

）

一
次
試
験
の
受
験
票
発
送

1ヶ月前

同梱
・Webサーバーの

ID、パスワード

一
次
試
験
（筆
記
試
験
）全
国
7
ヶ
所

ニ
次
試
験
（実
技
試
験
）東
京/

大
阪/

福
岡

一
次
試
験
合
否
発
表
（Web

上
）

二
次
試
験
合
否
発
表
（Web

上
）

環
境
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
検
定
合
格
証
発
送

Webサイトに
おける診断紹介
動画の閲覧

（Web

サ
イ
ト
経
由
）

半月後 1ヶ月後 3ヶ月後

＜本番検定試験＞（平成２６年以降）

自己学習期間

(１ヵ月間) 一
次
試
験
合
格
書
お
よ
び
ニ
次
試
験

の
受
験
票
発
送

2.5ヶ月後

受験料振込
受
験
者
募
集
開
始
（有
料
）

診
断
実
施
事
務
局
に
登
録
申
請

3.5ヶ月以降

診
断
実
施
事
務
局
で
の
面
接
等

4ヶ月後

面
接
に
合
格
の
場
合
に
、
登
録

診断
環
境
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
証
の
申
込
（有
料
）

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

募集方式 事務局推薦 事務局推薦 事務局推薦 一般募集

地域試行実施 418 511（うち新規200）
800（うち新規200） 800（うち新規200）

民間試行実施 14 135（うち新規133）

合計 432 646 800 1,000

環境コンシェルジュの養成計画（Ｈ２５年度までは、うちエコ診断員として養成）

○新規の環境コンシェルジュの認定は、当面、民間検定試験の位置づけで行い、検定試験の合格者に対
して行うことを基本とする。なお、認定された環境コンシェルジュは、診断実施事務局に対して登録を行
い、診断実施事務局の依頼に応じて、申込者（受診者）にサービスを提供する。
○ また、環境コンシェルジュの認定期間は複数年とし、更新研修等に参加して、認定の更新を行うものと
する。
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１-６．今後の事業展開について

今後の事業展開について

（１）環境コンシェルジュ
制度の位置づけに
ついて

①ブランディングの強化
②他の資格との連携（資格試験の免除要件の整理）
③民間診断ソフトの認定要件の整理（１級、３級における活用要件）
④環境コンシェルジュ制度の範囲の拡充の検討

（２）受診者の募集・広
報戦略について

①普及広報戦略の再検討（事業成果の公表、受診者の声、マスメディアと
の連携、経済性に対するアピールなど）

②自治体との連携
③民間企業等との連携

（３）診断の精度、診断
員のスキルの向上
について

①対策提案として有効な新しい取組み（行動変容、買換え、新規導入）の
診断ソフトへの導入体制の整備

②環境コンシェルジュに対する最新動向を捉えた更新研修の実施
③最新動向や共通事例等の情報共有（環境コンシェルジュや事務局およ
び専門家間の情報共有・問合せ体制の整備）

（４）事業成果の公表に
ついて

①家庭部門のＣＯ2排出量及び分野別排出割合などの推計値の公表（都
道府県ごと、気候区分ごと）

②地域特性や気候特性に応じた効果的な削減対策の事例公表
③家庭の状況に応じた効果的な削減対策の事例公表

○これまでの事業実施の中で、今後の制度構築に向けて重要と思われる事項について以
下に整理した。平成２５年度の事業において、優先度を考慮して実施していく予定。


